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１．国民一人一人が、森を支える。森林環境税 

～森林環境税の課税開始と森林環境譲与税の取組状況～ 
 
森林は、地球温暖化の防止や国土の保全など、様々な機能により私たちの暮らしを支え

ています。一方で、森林所有者や境界が不明な森林の増加、担い手の不足等により手入れ
が行き届いていない森林の存在が大きな課題となっています。 

森林の有する機能を十分に発揮させるためには、このような森林の整備を行政も関与し
て積極的に進めていくことが必要となっている一方、山村地域等の市町村は厳しい財政状
況にあります。そこで、森林の恩恵を受ける国民一人一人が負担を分かち合い森林を支え
る仕組みとして、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、令和元(2019)
年度に森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。令和元(2019)年度からは先行し
て森林環境譲与税が譲与されており、令和６(2024)年度から森林環境譲与税の財源となる
森林環境税の課税が開始されます。 

森林環境譲与税は、令和５(2023)年度で譲与開始から５年となり、全国の市町村では、
森林環境譲与税を活用し、森林整備や人材育成・担い手の確保、木材利用、普及啓発等、
地域の実情に応じた取組が展開されています。 

森林整備については、市町村が主体となって森林の管理経営を行うために森林環境譲与
税と併せて創設された森林経営管理制度に基づく森林所有者への意向調査や間伐等の取組
が行われています。また、社会的な課題への対応として、花粉発生源対策としてのスギの
植替え、道路や電線等のインフラ施設周辺の森林の整備なども実施されています。 

人材育成・担い手の確保については、林業体験会、就業相談会の開催や林業の担い手を
育成するための研修の実施、林業従事者への安全装備の購入補助、林業に必要な技能講習
経費への助成等の取組が行われています。 

また、木材利用や普及啓発については、都市部の市町村を中心に、庁舎や学校等の公共
建築物の木造化や内装の木質化、市民と一体となった森林の保全活動、DIYワークショッ
プ等の木

もく
育
いく

イベントの開催など、様々な取組が実施されています。 
さらに、流域の上流と下流の市町村間や友好都市間など、地方公共団体で連携した取組

も広がっています。都市部と山村部の市町村が協定を締結した上で、都市部が山村部にお
ける森林整備を支援し、森林整備による二酸化炭素吸収量を都市部でのカーボンオフセッ
トに活用する取組や、都市部の住民による植樹体験や森林環境教育と組み合わせる取組、
山村部での森林整備により生産された木材を都市部の木材利用に活用する取組など、双方
にメリットが得られるような連携がみられます。 

令和６(2024)年度から森林環境税の課税が開始されます。また、令和６年度税制改正に
おいて、森林環境譲与税の譲与基準について、私有林人工林面積及び人口の譲与割合の見
直しを行うこととされました。林野庁としても、税の創設の趣旨が活かされ、森林環境譲
与税を活用した森林整備等の取組が更に進むよう、市町村等を引き続き支援するとともに、
森林環境譲与税を活用した取組成果の情報発信にも一層取り組んでまいります。 

→第Ⅰ章第２節(４)を参照 
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森林環境譲与税の取組事例 

台風被害を契機に森林の災害防止機能への認識が高
まっていることから、森林経営管理制度により、手入
れ不足森林の間伐等を実施。(静岡県小山町) 

町内外からの新規林業就業者の確保と町内への移住・
定住を図るため、１日林業体験及び林業実務研修会を
開催。(岡山県美咲町) 

[森林整備] [人材育成・担い手の確保] 

森林の保全や地域交流の促進等を目的に、福島市に
「あらかわの森」を設定し、荒川区民と福島市民によ
る植樹体験等を実施。(東京都荒川区・福島県福島市) 

木の良さを身近に感じられる「都市の森」の実現に向
け、公共建築物や民間建築物の内装木質化等を促進。
(神奈川県川崎市) 

[地方公共団体の連携] [木材利用] 

森林環境税及び森林環境譲与税の仕組み 
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２．合法伐採木材等をさらに広げるクリーンウッド法の改正 

 
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(以下「クリーンウッド法」という。)

の一部改正法が令和５(2023)年４月に第211回通常国会において成立しました。施行は令
和７(2025)年４月１日を予定しています。 

主な改正内容として、 
①国内市場における木材流通の最初の段階での対応が重要であることから、川上の木材関

連事業者(原木市場、製材工場等)と、水際の木材関連事業者(輸入事業者)に対し、素材生
産販売事業者又は国外の木材輸出事業者から木材等を譲り受ける際に、原材料情報の収
集、合法性の確認、記録の作成・保存及び情報の伝達を義務付け 

②木材関連事業者による合法性の確認等が円滑に行われるよう、素材生産販売事業者(立木
の伐採、販売等)に対し、当該木材関連事業者からの求めに応じて、伐採造林届出書等の
写しの情報提供を義務付け 

③合法性の確認等の情報が消費者まで伝わるよう、小売事業者を木材関連事業者へ追加 
④①及び②に関し、主務大臣による指導・助言、勧告、公表、命令、命令違反の場合の罰

則等を措置 
⑤木材関連事業者が①のほか、合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置

として、違法伐採に係る木材等を利用しないようにするための措置等を明確化 
⑥一定規模以上の川上・水際の木材関連事業者に対する定期報告の義務付け 
を規定しています。 

クリーンウッド法は、合法性が確認された木材等の流通量が増大することで、結果的に
違法伐採及び違法伐採木材等の流通を抑制することを目指すものです。林野庁では、関係
者との連携の下、事業者による合法性確認の取組に対する支援やシステムの整備、国内外
における違法伐採情報の提供を行い、合法性確認の実効性の向上を図ることとしています。 

さらに、国民が木材を安心して利用できる環境が整うことで、木材需要が更に拡大する
ことが期待されます。今後、林野庁では、円滑な施行に向けた制度の普及啓発等を進め、
合法性が確認できた木材等の流通・利用を促進していくこととしています。 
  

 
→第Ⅲ章第１節(４)を参照 

クリーンウッド法の改正の概要 
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３．地域一体で取り組む「デジタル林業戦略拠点」がスタート 
航空レーザ測量などによる森林資源情報のデジタル化が進み、

一部地域ではICTを活用した生産管理の実証が行われるなど、林
業におけるデジタル技術の活用基盤は着実に進展しています。し
かし、ドローンによる森林資源調査やスマホアプリによる丸太材
積の計測などで取得したデータの活用がその取得者に限定され
るなど、個別・分断的な取組にとどまっています。 

このため、林野庁では、令和５(2023)年度から、デジタル技術
を地域一体で林業活動に活用する面的な取組を関係者が連携して進める「デジタル林業戦
略拠点」の構築を推進しており、北海道、静岡県、鳥取県の３地域で取組が開始されまし
た。デジタル林業戦略拠点では、行政機関、森林組合や林業事業者等の原木供給者、製材
工場等の原木需要者に加えて、大学・研究機関、金融機関等の多様なプレイヤーから構成
される地域コンソーシアムが主体となって、森林調査から原木の生産・流通に至る林業活
動の複数の工程でデジタル技術を活用することとしています。地域の取組を伴走支援する
ため、林業イノベーションハブセンター(通称：森ハブ)からコーディネーターを派遣し、地
域一丸となったデジタル技術の活用を推進しています。 

また、令和５(2023)年９月に、林業イノベーションを推進するために必要な組織・人材・
情報が集まる場として「森ハブ・プラットフォーム」を開設しました。令和５(2023)年11
月には、キックオフイベントを開催し、会員間のマッチングや、異分野企業の林業分野へ
の新規参入等に向けた取組に着手しました。 
 今後も森ハブによる支援等を活用しながら、地域の林業関係者が主体的にデジタル技術
の活用を進める取組を促進していくこととしています。 

→デジタル林業戦略拠点については第Ⅱ章第１節(４)を参照
→森ハブ・プラットフォームについては第Ⅰ章第１節(３)を参照

令和５(2023)年度のデジタル林業戦略拠点取組地域の概要

林業イノベーション
ハブセンター(森ハブ)
https://www.rinya.maff.go.jp/j/
kaihatu/morihub/morihub.html 

北海道地域　ICTハーベスタデータ 静岡地域　木材SCMシステム※ 鳥取地域　トレーサビリティシステム
スマート林業EZOモデル構築協議会 静岡県東部地域デジタル林業推進コンソーシアム 鳥取県デジタル林業コンソーシアム

取組 取組 取組
・ ICT ハーベスタで得た丸太生産情報をクラウドに集積

・ 素材生産→集運材→製材工場の流通にデータ利用
・ 各段階の丸太検知を省力化
・遠隔操作機械を活用した下刈の省力化 等

・土場の丸太情報をアプリで取得しシステムに集積
・土場→集運材→合板工場等の流通にデータ利用
・ 各段階の丸太検知、合板工場の納品管理を省力化
・ 伐採区域をGNSS測量し森林調査を省力化　　　 等

※SCM : サプライチェーンマネジメント

・ 原木 ・ 製品の需給データの集積・共有
・ 素材生産→原木市場→製材工場→プレカット→工務
店等の流通にデータ利用、 トレーサビリティの事務手
間を削減

・ 林業従事者の施業プラン・作業日報をデジタル化  等

https://www.rinya.maff.go.jp/j/kaihatu/morihub/morihub.html
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４．G7広島サミットにおいて持続可能な森林経営・木材利用に言及 

 
再生可能な資源である木材を、持続可能な森林経営を通じて生産・利用していくことは、

カーボンニュートラルと循環経済の実現に大きく貢献します。 
我が国が議⾧を務めた令和５(2023)年のG7では、「G7札幌気候・エネルギー・環境大臣

会合」において、「違法伐採対策を含む持続可能な森林経営と木材利用の促進へのコミッ
ト」や建築部門の脱炭素化のため建築物への「木材を含む持続可能な低炭素材料等の使用
向上等の重要性への認識」に言及した成果文書が採択されました1。さらに、「G7香川・高
松都市大臣会合」においても、建築物への「木材を含む持続可能な低炭素材料の使用等の、
様々な解決策の必要性」について強調・言及した成果文書が採択されました2。また、農林
水産省は、「G7宮崎農業大臣会合」のサイドイベントとして「持続可能な木材利用による
ネット・ゼロ及び循環経済の実現に向けて」を開催し、持続可能な森林経営と木材利用に
関する行動をグローバルに促進することの重要性を確認・発信しました。 

これらの関係閣僚会合に加えて、同年５月に開催された各国首脳が参加する「G7広島サ
ミット」においても「持続可能な森林経営と木材利用の促進へのコミット」などが盛り込
まれた成果文書が採択されました3。持続可能な森林経営については、従来からその重要性
が共有されてきましたが、今回、それに加えて「持続可能な木材利用の促進」の重要性に
ついても、G7で成果文書として初めて明示的に共有されました。 

我が国としては、国内での木材利用を引き続き促進していくとともに、ITTO等の国際機
関を通じて、ベトナム等の新興国における持続可能な木材利用促進プロジェクトを支援す
るなど、国際社会においても、持続可能な木材利用の重要性・必要性について積極的に発
信・共有していくこととしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
→G7 広島サミットについては第Ⅰ章第４節(１)を参照 

→持続可能な木材利用促進プロジェクトについては事例Ⅲ―１を参照 
 

1 「G7 Climate, Energy and Environment Ministers’ Communiqué(G7気候・エネルギー・環境大臣会合コミュニケ)」
第10パラグラフ、第82パラグラフ 

2 「G7 Sustainable Urban Development Ministers’ Communiqué(G7都市大臣会合コミュニケ)」第20パラグラフ 
3 「G7 Hiroshima Leaders’ Communiqué(G7広島首脳コミュニケ)」第24パラグラフ 

G7広島サミットでは 
国産ヒノキを活用した机と椅子を利用 

建築家でイェール大学教授のオルガンスキ氏が 
G7宮崎農業大臣会合のサイドイベントに登壇 
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５．令和６年能登半島地震による山地災害等への対応 

 
令和６(2024)年１月１日、石川県能登地方を震源とするマグニチュード7.6の「令和６年

能登半島地震」が発生しました。林野関係では輪
わ

島
じま

市、珠
す

洲
ず

市等で大規模な山腹崩壊など
が発生し、被害箇所数は林地荒廃78か所、治山施設40か所、林道施設等709か所、木材加工
流通施設43か所、特用林産施設等90か所に上り、被害総額は約226億円に達しました。家屋
の被害は11万戸に及び、過去の地震被害と同様に建築年代が古い木造建築物が倒壊又は大
破しました4(令和６(2024)年３月31日時点)。 

林野庁では地震発生翌日から、森林管理局(近畿中国局、中部局、関東局)による被害状況
のヘリコプター調査を実施しました。また、技術支援のための農林水産省サポート・アド
バイスチーム(MAFF-SAT)5を派遣するとともに、MAFF-SAT内に林野庁及び森林管理局
署の治山・林道技術者による能登半島地震山地災害緊急支援チームを編成し、石川県と連
携した避難所・集落周辺の森林や治山施設等の緊急点検、復旧計画の作成等に向けた支援
を行いました。さらに、目視では確認できない地形変化を確実に把握して復旧整備に反映
するため、国土地理院と連携して迅速に航空レーザ測量を実施しました。 

復旧整備については、緊急に対応が必要な珠洲市２か所及び志
し

賀
か

町
まち

１か所の山腹崩壊に
ついて令和６(2024)年１月に災害関連緊急治山事業を採択しました。さらに、同年３月に
は奥能登地域の大規模な山腹崩壊箇所等について、国直轄による災害復旧等事業の実施を
決定し、同年４月には石川県金沢市に「奥能登地区山地災害復旧対策室」を開設しました。 

このほか、治山・林道施設等については、MAFF-SATによる支援や全国から派遣された
都道府県職員の協力の下、早期復旧に向けて、ドローン写真の
活用等により効率的に災害査定を行いました。 

また、被災者の生活と生
なり

業
わい

の再建に向けた支援策として、木
材加工流通施設、特用林産振興施設等の復旧・整備等への支援、
災害関連資金の特例措置を講じました。 

応急仮設住宅については、石川県において、被災者のニーズ
に応じた住まいを確保するため、鉄骨プレハブに加え、これま
での災害時に建てられてきた⾧屋型の木造のほか、被災前の居
住環境に近い戸建風の木造での建設が開始されています。 

林野庁では、引き続き被災状況の把握と早期復旧に向けた支
援に全力で取り組むとともに、林業・木材産業等の復旧・復興
を通じた被災地の復興に努めてまいります。 

 
4 国土交通省 国土技術政策総合研究所及び国立研究開発法人 建築研究所「令和６年能登半島地震による木造建築物被

害調査報告(速報)」による。過去の地震被害を分析した例としては、「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う
委員会 報告書」(平成28(2016)年９月)において、昭和56(1981)年以前の旧耐震基準の木造住宅で倒壊が顕著に多く、
新耐震基準の下で接合部の仕様等が明確化された平成12(2000)年以降の木造住宅の被害率が小さかったと報告されて
いる。 

5 令和５(2023)年度末時点で延べ286人を派遣。 

大規模な地すべり性崩壊 
(石川県輪島市・珠洲市) 

木造応急仮設住宅(⾧屋型) 
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「農林水産祭」における天皇杯等三賞の授与 
林業・木材産業の活性化に向けて、全国で様々な先進的な取組がみられます。このうち、

特に内容が優れていて、広く社会の賞賛に値するものについては、毎年、秋に開催される
「農林水産祭」において、天皇杯等三賞が授与されています。ここでは、令和５(2023)年
度の受賞者(林産部門)を紹介します。 

谷口 淳一 氏 北海道北
ほ く

斗
と

市 
天皇杯                     出品財：技術・ほ場(苗ほ)  

谷口氏は、苗木生産を先代から引き継ぎ、平成 26(2014)年度
からコンテナ苗生産に着手しました。令和４(2022)年度にはト
ドマツコンテナ苗 30 万本を始め約 52 万本を作付けしています。
トドマツコンテナ苗は、下刈り作業等の軽減が期待できる大き
なサイズの規格として苗⾧をそろえる、根鉢を生分解性不織布
で包むことで輸送や植栽の際に崩れないようにするなど、技術
改良を重ね、植栽する事業体から高い評価を受けています。ま
た、合理的な土地利用や苗木生産効率を高める工夫にも取り組
み、高い苗木生産能力と作業者の労働負荷の低減を実現してい
ます。 

朝香 博典 氏 静岡県伊豆
い ず

市 

内閣総理大臣賞       出品財：産物(乾しいたけ) 

有限会社下久保林業 青森県十和田
と わ だ

市 

日本農林漁業振興会会⾧賞 出品財：経営(林業経営) 

朝香氏は、26 歳から約 30 年、伝統的な原木しいたけ栽培技術
を発展的に継承しつつ、乾しいたけ生産量全体のわずか１％し
か生産できないと言われるほど希少価値が高い最高級品「天

てん

白
ぱく

冬
どん

菇
こ

」を生産し続けています。藤と共生する人工ほだ場環境を整
備することで天白冬菇の発生に適した自然環境に近い栽培環境
を維持するとともに、独自の乾燥技術によって全国乾椎茸品評
会で８回、令和に入ってからは４回連続で農林水産大臣賞を受
賞するなど高品質な乾しいたけを生産しています。また、研修生
の受入れや新規参入者の技術指導も行うなど後継者の育成にも
力を入れています。 

有限会社下久保林業は、農耕馬による木材等の運搬業を前身
に昭和 51(1976)年に設立され、積極的な事業拡大により安定的
な経営基盤を築き、現在は、年間３万３千㎥の素材生産を行う地
域の中核的な林業事業体となっています。計画的な路網整備や
高性能林業機械の導入、輸送コストの低減に向けたフルトレー
ラーの導入など、合理的な視点に立った投資を行っています。ま
た、女性や若い人材の雇用に取り組むとともに、植栽から高性能
林業機械の操作まで複数の業務に対応できる技術者を育成する
ことで、生産性の向上と雇用の安定化を実現しています。 
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森林×脱炭素チャレンジ 
「森林×脱炭素チャレンジ」における令和５(2023)年の受賞者と取組内容を紹介します。 

ググラランンププリリ((農農林林水水産産大大臣臣賞賞))  

和の会／株式会社明和不動産 
株式会社明和不動産管理 
小国町(熊本県)／株式会社ATGREEN 

地元不動産企業等による団体、町、クレジット販売仲介者
との間で、Ｊ-クレジットを活用した持続的な森林整備の推
進に向けた協定を締結しています。協定の下、クレジットの
売却益を活用し、豪雨により被害を受けた森林作業道の継
続的な復旧を行うことで、今後の森林整備を促進し、新たな
クレジット創出の可能性も生み出しています。また、間伐材
を用いて制作したノベルティ品を会員に配布することで、
Ｊ-クレジット購入への継続的な協力を促しています。 ノベルティ品（ティッシュケース） 

(Ｊ-クレジット部門) 

100 t-CO2 

クレジットを創出した小国杉の森林 

優秀賞（林野庁長官賞）
森林づくり部門(整備した森林に係るCO2吸収量と取組内容を顕彰)

Ｊ-クレジット部門(購入した森林由来Ｊ-クレジット量と活用内容を顕彰)

3
t-CO2

12
t-CO2

133
t-CO2

株式会社NTTドコモ 国土防災技術株式会社 越井木材工業株式会社

ICT技術を活かした森林づくりと
林業への貢献

安全・安心に暮らせる国土づくりに貢献
森への早期復元を目指して

国産材のサプライチェーンで
都市と森をつなぐ

1,000
t-CO2

163
t-CO2

100
t-CO2

日本コカ・コーラ株式会社
／日本製紙株式会社

株式会社八葉水産／登米市(宮城県)
／カルネコ株式会社

株式会社ロイヤリティ マーケティング／北海道森林バイオ

マス吸収量活用推進協議会／一般社団法人more trees

“森と水を保全するための両社協働”
社会課題に取り組み未来を共創

消費者参加型のＪ-クレジット購入
水産加工会社による森林整備への貢献

SDGsを合言葉に
アプリでつなぐ生活者と森づくり

55
t-CO2

3,137
t-CO2

413
t-CO2

株式会社志賀郷杜栄 住友林業株式会社 日本たばこ産業株式会社

崩れにくい道づくりから繋がる
地域の利益循環

コンテナ苗の生産技術の開発と普及
全国各地の再造林を促進

「こんな森になってほしい」
地元の方々の想いと力が支えるJTの森

54
t-CO2

412
t-CO2

2
t-CO2

美深町（北海道） 株式会社山形銀行 ゆめみヶ丘岸和田まちづくり協議会

未来の子ども達が
豊かな森と暮らすために

地域とともに成長発展するために
豊かな森林づくりへの貢献

フクロウの棲める里山へ
荒廃竹林の整備とムダのない竹利用




